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メリーランド州における少年事件の自動的移送制度について（二・完）

論
説

津

田

雅

也

メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
に
お
け
る
少
年
事
件
の
自
動
的
移
送
制
度
に
つ
い
て（
二
・
完
）

第
二
章
　
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
に
お
け
る
逆
移
送
の
運
用

一
　
成
人
裁
判
所
へ
の
自
動
的
移
送
及
び
逆
移
送
に
関
す
る
統
計

本
節
に
お
い
て
は
、
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
少
年
司
法
局
（D

JS: D
epartm

ent of Juvenile Service

）
が
ま
と
め
た
成
人
と
し
て
訴
追
さ

れ
た
少
年
に
関
す
る
統
計
（
二
〇
〇
九
～
二
〇
一
四
年１

）
を
基
に
、
同
州
に
お
け
る
少
年
事
件
の
逆
移
送
に
関
す
る
統
計
を
中
心
に
概
観

す
る
。

（
一
）
年
齢
等

成
人
と
し
て
訴
追
さ
れ
た
少
年
の
う
ち
、
七
九
％
は
少
年
裁
判
所
の
管
轄
権
を
排
除
す
る
犯
罪
（exclusionary offense

）
を
少
な
く

と
も
一
つ
犯
し
て
い
た
。
六
％
の
少
年
は
少
年
裁
判
所
に
よ
っ
て
管
轄
権
を
放
棄
さ
れ
て
い
た
。
一
五
％
は
少
年
裁
判
所
の
管
轄
権
を
排
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除
す
る
犯
罪
を
含
ま
ず
、
過
去
に
成
人
裁
判
所
に
移
送
さ
れ
た
こ
と
も
な
か
っ
た
が
、
こ
の
う
ち
六
一
％
は
一
八
歳
以
上
の
犯
罪
で
あ
り
、

逮
捕
時
の
少
年
の
平
均
年
齢
は
一
七
・
一
歳
で
あ
る
（
一
四
歳
二
七
人
、
一
五
歳
八
六
人
、
一
六
歳
一
〇
五
〇
人
、
一
七
歳
一
六
〇
四
人
、

一
八
～
二
〇
歳
七
八
人
）。
成
人
と
し
て
訴
追
さ
れ
た
少
年
は
、
性
別
で
は
男
性
が
九
二
％
、
女
性
八
％
で
あ
り
、
人
種
で
は
黒
人
が

八
三
％
、
白
人
一
六
％
で
あ
っ
た
。

（
二
）
罪
名

少
年
裁
判
所
に
逆
移
送
さ
れ
た
事
件
（
四
八
九
件
）
の
う
ち
重
大
な
犯
罪
の
割
合
は
、
①
第
一
級
暴
行
（
一
六
・
〇
％
）、
②
重
火
器
関

連
犯
罪
（
五
・
七
％
）、
③
け
ん
銃
関
連
犯
罪
（
九･

八
％
）、
④
第
一
級
謀
殺
及
び
そ
の
未
遂
（
六･

三
％
）、
⑤
武
装
強
盗
（
四
七･

七
％
）

で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
成
人
裁
判
所
に
お
い
て
少
年
が
有
罪
と
さ
れ
た
事
件
の
う
ち
重
大
な
犯
罪
の
割
合
は
、
①
第
一
級
暴
行
（
一
〇･

二
％
）、
②
第
二
級
暴
行
（
一
二･

六
％
）、
③
け
ん
銃
関
連
犯
罪
（
七･

八
％
）、
④
強
盗
（
一
八･

二
％
）、
⑤
武
装
強
盗
（
二
二･

七
％
）

と
な
っ
て
い
る
。

（
三
）
処
分

事
件
処
理
に
つ
い
て
は
、
全
事
件
（
二
八
四
五
件
）
の
う
ち
、
処
分
な
し
が
三
三
九
件
（
一
一･

九
％
）、
少
年
裁
判
所
へ
の
逆
移
送
が

四
八
九
件
（
一
九･

五
％
）、
有
罪
が
一
〇
四
二
件
（
四
一･

六
％
）、
棄
却
・
無
罪
等
が
九
七
五
件
（
三
八･

九
％
）
で
あ
る
。
有
罪
事
件

の
処
分
内
訳
に
つ
い
て
は
、
処
分
保
留
が
二
七
件
（
一･

一
％
）、
ジ
ェ
イ
ル
／
刑
務
所
の
み
が
一
六
〇
件
（
六･

四
％
）、
ジ
ェ
イ
ル
／
刑

務
所
と
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
分
割
さ
れ
た
刑
が
六
八
八
件
（
二
七･

五
％
）、
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
み
が
一
五
九
件
（
六･

三
％
）
で
あ
っ
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た
。
な
お
、
拘
禁
の
場
所
は
、
地
区
の
拘
置
施
設
が
五
一･

八
％
、
矯
正
局
の
拘
置
施
設
が
四
八･

二
％
で
あ
る
。

少
年
裁
判
所
の
管
轄
権
を
排
除
す
る
犯
罪
に
つ
い
て
、
罪
名
別
に
処
分
の
内
訳
を
み
る
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
第
一
級
暴
行
は
総
数

五
七
五
件
の
う
ち
棄
却
等
三
五
八
件
（
六
二･

三
％
）、
少
年
裁
判
所
へ
の
逆
移
送
七
八
件
（
一
三･

六
％
）、
有
罪
一
三
九
件
（
二
四･

二
％
）

で
あ
る
。
武
装
強
盗
は
総
数
九
三
八
件
の
う
ち
棄
却
等
二
七
六
件
（
二
九･

四
％
）、
少
年
裁
判
所
へ
の
逆
移
送
二
三
三
件
（
二
四･

八
％
）、

有
罪
四
二
九
件
（
四
五･
七
％
）
で
あ
る
。
第
一
級
謀
殺
及
び
同
未
遂
に
つ
い
て
は
、
総
数
二
一
五
件
の
う
ち
棄
却
等
八
五
件
（
三
九･

五
％
）、
少
年
裁
判
所
へ
の
逆
移
送
三
一
件
（
一
四･

四
％
）、
有
罪
九
九
件
（
四
六･

〇
％
）
で
あ
る
。
け
ん
銃
使
用
犯
罪
は
総
数
二
二
五

件
の
う
ち
、
棄
却
等
七
四
件
（
三
二･

九
％
）、
少
年
裁
判
所
へ
の
逆
移
送
四
八
件
（
二
一･

三
％
）、
有
罪
一
〇
三
件
（
四
五･

八
％
）
で

あ
る
。
武
器
を
用
い
た
カ
ー
ジ
ャ
ッ
ク
は
総
数
一
一
九
件
の
う
ち
棄
却
等
二
七
件
（
二
二･

七
％
）、
少
年
裁
判
所
へ
の
逆
移
送
二
二
件

（
一
八･

五
％
）、
有
罪
七
〇
件
（
五
八･
八
％
）
で
あ
る
。
火
器
を
用
い
た
犯
罪
は
総
数
一
六
七
件
の
う
ち
棄
却
等
七
二
件
（
四
三･

一
％
）、

少
年
裁
判
所
へ
の
逆
移
送
二
八
件
（
一
六･
八
％
）、
有
罪
六
七
件
（
四
〇･

一
％
）
で
あ
る
。

二
　
移
送
基
準
と
逆
移
送
基
準
の
異
同
―G

ains

事
件
判
決

（
一
）
事
実
の
概
要

逆
移
送
の
基
準
を
規
定
し
た
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
刑
事
訴
訟
法
四
―
二
〇
二
条
（
ｄ
）
の
解
釈
に
つ
い
て
、
興
味
深
い
判
断
を
示
し
た
裁

判
例
と
し
て
、G

ains

事
件
判
決
が
あ
る２

。
第
一
章
で
概
観
し
た
通
り
、
少
年
裁
判
所
か
ら
刑
事
裁
判
所
に
移
送
す
る
基
準
（
メ
リ
ー
ラ
ン

ド
州
裁
判
所
及
び
司
法
手
続
法
三
―
八
Ａ
―
〇
六
（
ｅ
））
と
、
刑
事
裁
判
所
か
ら
少
年
裁
判
所
に
逆
移
送
す
る
基
準
（
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州

刑
事
訴
訟
法
四
―
二
〇
二
（
ｄ
））
は
、
基
本
的
に
は
同
一
で
あ
る３

。G
ains

事
件
に
お
い
て
被
告
人
は
、
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
刑
訴
法
四
―
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二
〇
二
（
ｄ
）（
4
）
の
文
言
の
解
釈
を
争
い
、
逆
移
送
の
申
立
を
却
下
し
た
裁
判
所
の
判
断
は
不
当
で
あ
る
等
と
主
張
し
た
。
以
下
、
本

件
の
事
実
の
概
要
と
裁
判
所
の
判
断
を
紹
介
す
る
。

被
告
人G

ains

は
一
七
歳
の
少
年
で
あ
る
が
、
共
犯
者
二
名
と
共
に
レ
ス
ト
ラ
ン
に
け
ん
銃
を
持
っ
て
強
盗
に
入
り
、
何
人
か
の
客
を

脅
迫
し
た
上
で
、
け
ん
銃
を
発
射
し
た
。
被
告
人
ら
三
人
は
ミ
ニ
バ
ン
で
逃
走
し
た
が
、
逃
走
中
に
他
の
車
二
台
と
接
触
し
、
木
に
衝
突

し
て
逮
捕
さ
れ
た
。
被
告
人
は
、
武
装
強
盗
、
第
一
級
暴
行
、
重
罪
遂
行
中
の
け
ん
銃
使
用
、
謀
殺
未
遂
な
ど
を
含
む
二
三
の
訴
因
で
成

人
と
し
て
起
訴
さ
れ
た
。
被
告
人
は
逆
移
送
に
よ
っ
て
少
年
裁
判
所
へ
の
移
送
を
主
張
し
た
も
の
の
、
第
一
審
（
サ
ー
キ
ッ
ト
コ
ー
ト
）

に
よ
っ
て
却
下
さ
れ
た
。
一
審
は
、
被
告
人
を
武
装
強
盗
、
第
一
及
び
第
二
級
暴
行
、
窃
盗
、
重
罪
遂
行
中
の
け
ん
銃
使
用
等
を
含
む
一
三

の
犯
罪
に
つ
い
て
有
罪
と
し
、
合
計
四
〇
年
の
拘
禁
刑
を
言
い
渡
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
人
は
、
逆
移
送
の
申
立
て
を
却
下
し
た

サ
ー
キ
ッ
ト
コ
ー
ト
は
、
そ
の
裁
量
権
を
濫
用
し
た
と
主
張
し
た４

。

逆
移
送
の
手
続
き
に
際
し
て
は
、
裁
判
所
が
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
少
年
司
法
局
（
Ｄ
Ｊ
Ｓ
）
に
移
送
報
告
書
の
提
出
を
求
め
、
被
告
人
の
逆

移
送
の
申
立
を
補
助
さ
せ
た
。
Ｄ
Ｊ
Ｓ
の
レ
ポ
ー
ト
に
は
、
強
盗
の
犯
行
態
様
が
詳
細
に
記
載
さ
れ
て
い
た５

。
公
判
に
先
立
っ
て
、
逆
移

送
の
申
立
に
関
す
る
聴
聞
が
行
わ
れ
、
Ｄ
Ｊ
Ｓ
の
ケ
ー
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
専
門
家
と
被
告
人
の
母
が
証
人
と
し
て
出
廷
し
た
。
Ｄ
Ｊ
Ｓ

の
専
門
家
は
警
察
の
報
告
書
及
び
被
告
人
と
の
面
談
を
基
に
報
告
書
を
作
成
し
、
逆
移
送
を
行
わ
な
い
の
が
望
ま
し
い
と
し
た
。
被
告
人

の
母
は
、
聴
聞
に
お
い
て
、
被
告
人
は
年
齢
の
割
に
は
極
め
て
未
成
熟
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
学
校
で
も
失
敗
し
た
と
い
う
意
見
を
述
べ

た
。
被
告
人
の
学
校
に
お
け
る
記
録
に
よ
る
と
、
被
告
人
は
す
で
に
退
学
処
分
を
受
け
て
い
る
こ
と
、
第
八
学
年
ま
で
し
か
終
了
し
て
い

な
い
こ
と
、
テ
ス
ト
は
二
〇
％
程
度
し
か
得
点
で
き
て
い
な
い
こ
と
、
Ｃ
よ
り
高
い
成
績
を
取
っ
た
こ
と
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ

た
。
こ
れ
ら
の
聴
聞
を
基
に
し
て
、
サ
ー
キ
ッ
ト
コ
ー
ト
は
、
逆
移
送
の
申
立
を
却
下
し
た６

。
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（
二
）
裁
判
所
の
判
断

本
件
で
問
題
と
な
る
の
は
、
逆
移
送
の
文
言
の
解
釈
で
あ
る
が７

、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
控
訴
審
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
管
轄
権
放
棄

（w
aiver

）
と
は
、
少
年
裁
判
所
か
ら
サ
ー
キ
ッ
ト
コ
ー
ト
に
管
轄
権
を
移
す
こ
と
を
言
う
が
、「
少
年
裁
判
所
の
目
的
と
サ
ー
キ
ッ
ト
コ
ー

ト
の
目
的
は
非
常
に
対
照
的
で
あ
る
。
少
年
裁
判
所
に
お
け
る
審
理
は
少
年
の
最
善
の
利
益
と
公
共
の
利
益
の
保
護
の
観
点
か
ら
処
遇
、

訓
練
、
更
生
を
提
供
す
る
こ
と
に
重
点
を
置
い
て
い
る
。
刑
事
司
法
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
量
刑
の
目
的
の
一
つ
も
更
生
な
の
で
は
あ
る
が
、

そ
こ
に
は
、
少
年
法
の
目
的
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
処
罰
と
抑
止
も
含
ま
れ
て
い
る８

」。
そ
し
て
、
サ
ー
キ
ッ
ト
コ
ー
ト
に
管
轄
権
が

あ
る
場
合
に
お
い
て
も
、
少
年
は
そ
の
管
轄
を
放
棄
し
て
少
年
裁
判
所
へ
と
逆
移
送
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

逆
移
送
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
る
要
素
は
、
少
年
裁
判
所
が
管
轄
権
を
放
棄
す
る
際
の
要
素
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
が
、
二
つ
の
点
に

お
い
て
異
な
る
。
第
一
に
、
前
者
に
お
い
て
は
「
犯
し
た
と
さ
れ
る
犯
罪
の
性
質
」
が
考
慮
要
素
と
な
る
の
に
対
し
て
、
後
者
に
お
い
て

は
「
犯
罪
の
性
質
と
少
年
の
関
与
の
程
度
（
傍
線
筆
者
）」
が
考
慮
要
素
と
な
る
点
が
異
な
る
。
第
二
に
、
前
者
に
お
い
て
は
少
年
が
非
行

を
行
っ
た
こ
と
を
推
定
で
き
る
か
に
つ
い
て
法
文
上
何
も
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
の
に
対
し
て
、
後
者
に
お
い
て
は
「
少
年
が
申
し
立
て
ら

れ
た
非
行
を
行
っ
た
こ
と
」
を
推
定
で
き
る
と
い
う
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。
被
告
人
は
、
第
一
の
点
に
つ
い
て
条
文
に
基
準
と
し
て
掲

げ
ら
れ
て
い
な
い
「
関
与
の
程
度
」
を
考
慮
要
素
と
し
て
行
わ
れ
た
逆
移
送
の
手
続
は
裁
量
権
の
濫
用
に
当
た
る
と
し
、
ま
た
、
第
二
の

点
に
つ
い
て
推
定
規
定
が
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
被
告
人
が
犯
罪
を
行
っ
た
こ
と
を
前
提
に
逆
移
送
決
定
を
行
う
の
は
法
解
釈
の
誤
り
で
あ

る
と
し
て
、
少
年
裁
判
所
へ
の
逆
移
送
を
認
め
な
か
っ
た
サ
ー
キ
ッ
ト
コ
ー
ト
の
手
続
は
違
法
で
あ
る
と
主
張
し
た９

。

裁
判
所
は
、
被
告
人
の
第
一
の
主
張
に
つ
い
て
、
被
告
人
の
関
与
の
程
度
を
考
慮
し
な
い
よ
う
に
審
理
を
行
っ
て
い
る
と
判
断
し
た10

。

第
二
の
主
張
に
つ
い
て
は
、
被
告
人
が
犯
罪
行
為
を
行
っ
た
と
推
定
す
る
こ
と
な
く
、「
犯
罪
の
性
質
」
を
考
慮
に
入
れ
て
い
る
と
し
た11

。
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結
果
と
し
て
、
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
控
訴
裁
判
所
は
、
被
告
人
の
控
訴
を
棄
却
し
、
逆
移
送
を
認
め
な
か
っ
た
サ
ー
キ
ッ
ト
コ
ー
ト
の
判
断

を
支
持
し
た12

。

三
　
逆
移
送
決
定
に
お
い
て
裁
判
所
が
考
慮
す
る
要
素

（
一
）
概
説

G
ains

事
件
で
は
、
条
文
の
文
言
を
手
掛
か
り
に
移
送
基
準
を
ど
の
よ
う
に
適
用
す
る
か
が
議
論
さ
れ
た
。
他
方
で
、
裁
判
官
が
逆
移
送

の
考
慮
要
素
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
五
つ
の
指
標
を
実
際
に
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
の
か
、
い
か
な
る
事
情
を
ど
の
程
度
重
視
し
て
逆

移
送
の
決
定
を
下
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
参
考
に
な
る
の
が
、
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州

の
状
況
を
実
証
的
に
研
究
し
たM

eans
ら
の
論
文13

で
あ
る
。
同
論
文
は
、
二
〇
〇
四
年
の
逆
移
送
事
件
を
調
査
し
て
お
り
検
討
対
象
が
や

や
古
い
こ
と
、
同
論
文
の
調
査
時
点
に
お
い
て
科
学
調
査
を
行
っ
て
い
た
の
が
サ
ー
キ
ッ
ト
コ
ー
ト
の
メ
デ
ィ
カ
ル
オ
フ
ィ
ス
で
あ
っ
た

も
の
の
、
現
在
で
は
そ
の
役
割
を
Ｄ
Ｊ
Ｓ
が
担
う
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
制
度
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
一
定
の
限
界
は
あ
る

も
の
の
、
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
の
逆
移
送
基
準
を
科
学
的
観
点
か
ら
検
討
す
る
と
い
う
分
析
手
法
は
貴
重
で
あ
り
、
参
照
の
価
値
は
あ
る14

。

本
項
で
は
、
第
一
章
に
お
い
て
概
観
し
た
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
の
移
送
制
度
に
関
す
る
理
解
を
前
提
に
し
て
、
同
論
文
の
内
容
を
紹
介
す
る

こ
と
に
よ
り
、
同
州
に
お
け
る
逆
移
送
の
運
用
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

前
述
の
通
り
、
少
年
裁
判
所
か
ら
刑
事
裁
判
所
へ
の
移
送
を
裁
判
所
が
決
定
す
る
シ
ス
テ
ム
に
は
、
裁
判
所
の
裁
量
に
移
送
を
委
ね
る

方
式
、
移
送
す
る
場
合
を
推
定
す
る
方
式
、
法
律
の
規
定
に
よ
り
必
要
的
に
移
送
さ
せ
る
方
式
の
三
つ
が
あ
る
。
裁
判
所
に
よ
る
移
送
決

定
の
検
討
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
移
送
の
妥
当
性
を
決
定
す
る
要
素
で
あ
る
。
ど
の
移
送
方
式
を
用
い
る
か
に
拘
ら
ず
、
移
送
評
価
の
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一
部
が
科
学
的
評
価
に
依
拠
し
て
い
る
と
い
う
事
実
に
鑑
み
る
と
、
科
学
的
な
調
査
を
行
う
者
が
そ
の
評
価
に
お
い
て
何
を
考
慮
し
て
い

る
の
か
を
把
握
す
る
の
は
重
要
な
の
で
あ
る15

。

（
二
）
移
送
評
価
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
る
一
般
的
要
素

一
般
に
、
科
学
調
査
官
（forensic exam

ine

16r

）
が
移
送
評
価
の
局
面
で
重
視
す
る
の
は
、
①
処
遇
へ
の
適
応
度
（am

enability to 

treatm
ent

）、
②
公
衆
に
対
す
る
少
年
の
危
険
性
、
③
少
年
の
洗
練
性
と
成
熟
度
で
あ
る
と
さ
れ
る17

。

①
の
具
体
的
内
容
は
制
定
法
に
お
い
て
も
判
例
法
に
お
い
て
も
明
確
で
は
な
い
が
、
科
学
調
査
官
が
①
を
評
価
す
る
際
に
は
、
教
育
、

労
働
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
里
親
ケ
ア
、
支
援
団
体
の
関
与
、
在
宅
処
遇
（residential treatm

ent

）、
拘
禁
な
ど
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
考
慮
せ
ず
、

伝
統
的
な
セ
ラ
ピ
ー
の
み
を
考
慮
す
る
傾
向
に
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
当
該
少
年
に
利
用
可
能
な
処
遇
は
何
か
、
少
年
が
成
人
に
達
す
る
ま

で
の
時
間
は
ど
の
く
ら
い
か
も
考
慮
要
素
に
な
り
う
る
。

②
に
つ
い
て
は
、
少
年
の
場
合
、
暴
力
的
行
動
の
予
測
が
大
人
よ
り
も
難
し
く
な
る
と
い
う
問
題
が
あ
る
が
、
典
型
的
に
将
来
の
暴
力

性
と
相
関
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
危
険
因
子
と
し
て
、
過
去
の
暴
力
歴
、
Ｉ
Ｑ
、
薬
物
乱
用
と
い
っ
た
一
般
的
な
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ

ン
ト
に
お
い
て
も
活
用
さ
れ
る
因
子
の
ほ
か
、
個
人
、
家
族
、
学
校
、
仲
間
と
の
関
係
、
地
域
社
会
、
近
所
の
要
因
な
ど
の
分
析
が
含
ま

れ
る
。
も
っ
と
も
、
危
険
評
価
に
つ
い
て
は
、
基
準
が
限
定
的
で
あ
る
ほ
か
、
そ
の
内
容
を
ど
の
よ
う
に
構
成
す
る
か
に
つ
い
て
指
針
が

な
く
、
調
査
官
が
困
難
を
抱
え
て
い
る
と
い
う
問
題
も
あ
る
。

③
を
調
査
す
る
際
は
、
精
神
医
学
者
や
心
理
学
者
に
よ
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
行
動
観
察
、
テ
ス
ト
な
ど
の
手
法
で
行
わ
れ
る
。
②
と
は

異
な
り
③
に
つ
い
て
は
標
準
化
さ
れ
た
テ
ス
ト
が
あ
る
も
の
の
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
結
果
を
ど
の
よ
う
に
評
価
に
組
み
込
む
か
に
つ
い
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て
の
標
準
が
存
在
し
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

（
三
）
問
題
の
設
定
と
分
析
の
方
法

以
上
の
よ
う
な
、
一
般
的
な
問
題
認
識
を
前
提
に
、
同
論
文
は
い
か
な
る
要
素
が
調
査
官
と
裁
判
官
の
そ
れ
ぞ
れ
の
判
断
に
影
響
す
る

の
か
の
検
討
に
移
る
。
本
稿
第
一
章
で
見
た
よ
う
に
、
被
告
人
が
少
年
司
法
シ
ス
テ
ム
の
審
理
に
ふ
さ
わ
し
い
か
を
評
価
す
る
際
に
裁
判

所
が
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
制
定
法
上
の
基
準
は
、
少
年
の
年
齢
、
非
行
少
年
施
設
等
に
お
け
る
処
遇
へ
の
適
合
性
、
少
年
の
精
神

的
・
心
理
的
な
状
態
、
少
年
が
行
っ
た
と
さ
れ
る
犯
罪
の
性
質
、
公
衆
の
安
全
で
あ
る
。
こ
の
条
文
に
基
づ
い
て
決
定
を
す
る
際
に
は
、

裁
判
所
は
少
年
自
身
、
少
年
の
家
族
と
環
境
、
事
件
の
処
分
に
関
連
す
る
要
素
の
調
査
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
手
続
と
し
て
は
、
裁

判
所
の
命
令
に
よ
り
科
学
調
査
官
が
調
査
を
行
い
、
調
査
が
完
了
後
に
裁
判
所
は
当
該
調
査
の
結
果
を
踏
ま
え
て
事
件
を
少
年
裁
判
所
に

逆
移
送
す
べ
き
か
に
つ
い
て
決
定
す
る
こ
と
と
な
る18

。
こ
こ
で
の
課
題
は
、
①
裁
判
官
は
調
査
官
の
意
見
に
ど
の
程
度
同
意
す
る
の
か
、

②
ど
の
よ
う
な
要
素
が
調
査
官
の
意
見
及
び
裁
判
官
の
決
定
に
最
も
重
要
な
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

M
eans

ら
は
調
査
の
方
法
と
し
て
、
ボ
ル
テ
ィ
モ
ア
市
サ
ー
キ
ッ
ト
コ
ー
ト
の
メ
デ
ィ
カ
ル
オ
フ
ィ
ス
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
裁
判
所
事

件
フ
ァ
イ
ル
を
対
象
に
、
二
〇
〇
四
年
に
お
い
て
、
逆
移
送
手
続
に
お
い
て
調
査
対
象
と
な
っ
た
被
告
人
の
う
ち
二
〇
〇
件
を
無
作
為
に

選
ん
だ19

。
そ
し
て
、
選
ん
だ
事
件
か
ら
、
事
件
を
移
送
す
べ
き
か
ど
う
か
に
関
す
る
意
見
、
犯
行
時
年
齢
と
評
価
時
の
年
齢
、
心
理
的
成

熟
度
に
関
す
る
意
見
、
感
情
的
成
熟
度
に
関
す
る
意
見
、
処
遇
適
合
性
に
関
す
る
意
見
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
人
種
、
雇
用
歴
、
メ
ン
タ
ル
ヘ

ル
ス
診
断
歴
、
薬
物
使
用
障
害
の
診
断
歴
、
少
年
司
法
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
処
遇
歴
、
公
衆
安
全
へ
の
危
険
に
関
す
る
意
見
、
犯
罪
中
の

武
器
使
用
、
犯
罪
に
関
与
し
た
と
さ
れ
る
行
為
者
の
数
、
被
告
人
の
子
ど
も
の
数
、
犯
行
時
に
お
け
る
被
告
人
の
住
ま
い
（living 
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arrangem
ent

）
と
い
っ
た
情
報
を
抽
出
し
た
。M

eans

ら
は
、
こ
れ
ら
の
要
素
を
変
数
と
し
て
、
上
記
の
問
題
①
②
の
分
析
を
行
っ
た
。

（
四
）
結
果

M
eans

ら
の
分
析
に
よ
り
、
裁
判
官
の
決
定
に
影
響
を
与
え
る
変
数
に
つ
い
て
は
、
次
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た20

。
裁
判
官
の
決
定

に
最
も
影
響
を
与
え
る
も
の
か
ら
順
に
、
調
査
官
の
意
見
（
移
送
率
七
七
％
）、
処
遇
へ
の
適
合
性
（
移
送
率
七
二･

四
％
）、
公
衆
安
全

へ
の
危
険
（
低
い
場
合
の
移
送
率
七
八･

四
％
）、
Ｄ
Ｊ
Ｓ
に
お
け
る
処
遇
歴
（
処
遇
歴
が
な
い
場
合
の
移
送
率
七
四･

三
％
）、
犯
罪
歴

（
前
歴
が
な
い
場
合
の
移
送
率
八
二･

九
％
）
で
あ
る
。
五
〇･

三
％
の
事
件
に
お
い
て
、
裁
判
官
は
被
告
人
を
成
人
裁
判
所
か
ら
少
年
裁

判
所
に
移
送
し
て
い
る
が
、
一
方
で
、
科
学
調
査
官
は
移
送
を
五
七･

一
％
の
事
件
に
お
い
て
薦
め
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
裁

判
官
は
四
九･

七
％
の
事
件
に
お
い
て
移
送
に
反
対
し
て
い
る
が
、
科
学
調
査
官
は
四
二･

九
％
の
事
件
に
お
い
て
被
告
人
を
成
人
シ
ス
テ

ム
に
留
め
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
、
調
査
官
が
移
送
を
勧
め
た
場
合
に
裁
判
官
が
移
送
を
決
定
す
る
オ
ッ
ズ
比
は
、
調

査
官
が
移
送
に
反
対
し
た
場
合
よ
り
も
一
二･

二
一
倍
大
き
い
。
他
方
で
、
被
害
者
を
負
傷
さ
せ
た
こ
と
、
被
告
人
が
家
族
と
暮
ら
し
て

い
る
こ
と
、
人
種
、
単
独
犯
で
あ
る
こ
と
は
、
裁
判
官
の
決
定
に
重
大
な
関
連
性
を
持
っ
て
い
な
い
。

他
方
、
独
立
変
数
と
し
て
の
調
査
官
の
意
見
に
関
す
る
分
析
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
最
も
関
連
性
が
高
い
の
は
、
処
遇
適
合
性
、
公
衆

安
全
へ
の
リ
ス
ク
、
感
情
的
成
熟
度
、
Ｄ
Ｊ
Ｓ
の
関
与
、
前
歴
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た21

。
被
害
者
を
負
傷
さ
せ
た
か
ど
う
か
、

家
族
と
住
ん
で
い
る
か
、
単
独
犯
で
あ
る
か
、
雇
用
歴
が
あ
る
か
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
つ
い
て
は
、
調
査
官
の
意
見
と
関
連
し
な
い
。M

eans

ら
は
、
犯
罪
時
の
行
為
者
が
単
独
で
あ
る
こ
と
、
被
害
者
が
負
傷
し
た
こ
と
は
、
公
衆
安
全
に
対
す
る
危
険
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
裁
判

官
が
成
人
裁
判
所
か
ら
少
年
裁
判
所
へ
移
送
す
る
最
終
決
定
の
際
に
関
連
が
あ
る
と
い
う
仮
説
を
立
て
て
い
た
が
、
こ
の
点
は
分
析
の
結
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果
否
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、M

eans

ら
は
、
被
害
者
の
負
傷
と
言
っ
た
そ
の
他
の
要
素
は
、
あ
ま
り
に
も
個
別
的
過
ぎ
る

要
素
で
あ
り
、
よ
り
大
き
な
構
造
（
た
と
え
ば
、
公
衆
安
全
へ
の
リ
ス
ク
）
に
含
み
こ
ま
れ
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
と
の
分
析
を
示

し
て
い
る22

。

こ
の
よ
う
なM

eans

ら
の
分
析
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
は
、
裁
判
官
の
決
定
は
、
科
学
調
査
官
の
意
見
と
強
く
関
連
す
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る23

。
裁
判
官
の
移
送
決
定
に
影
響
を
与
え
る
そ
の
他
の
要
素
と
し
て
は
、
被
告
人
の
処
遇
適
合
性
、
公
衆
安
全
へ
の
危
険
が
挙
げ
ら

れ
る
。
前
者
に
つ
い
て
、M

eans

ら
は
、
裁
判
官
は
、
更
生
可
能
性
に
乏
し
い
少
年
に
少
年
司
法
資
源
を
割
く
こ
と
を
避
け
た
い
と
考
え

て
い
る
と
い
う
推
測
を
し
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
Ｄ
Ｊ
Ｓ
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
が
成
人
シ
ス
テ
ム
よ
り
低
く
、
収
容
に
不
安
が
残
る
と
い
う

推
測
を
し
て
い
る24

。
裁
判
官
の
決
定
と
重
要
な
関
連
を
持
つ
そ
の
他
の
要
素
と
し
て
は
、
よ
り
若
年
で
あ
る
こ
と
、
過
去
に
サ
ー
ビ
ス
を

受
け
た
履
歴
の
な
い
こ
と
、
学
校
に
通
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
の
要
素
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
被
告
人
が
よ
り
処
遇
に
適
合
的
で

あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
過
去
に
犯
罪
歴
が
あ
り
、
そ
し
て
薬
物
を
使
用
し
、
武
器
を
使
用
す
る
と
い
っ
た
こ
と
は
、
被
告
人
の
公
衆

安
全
リ
ス
ク
を
増
大
さ
せ
る
も
の
で
あ
る25

。

お
わ
り
に

本
稿
に
お
い
て
は
、
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
に
お
け
る
自
動
的
移
送
及
び
逆
移
送
制
度
に
つ
い
て
、
制
定
法
を
概
観
し
た
上
で
、
逆
移
送
に

関
す
る
統
計
、
逆
移
送
の
際
に
考
慮
さ
れ
る
基
準
の
重
要
度
に
つ
い
て
簡
単
な
紹
介
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
自
動
的
移
送
の
対
象
と
な

る
犯
罪
は
広
範
で
あ
る
も
の
の
、
二
割
以
上
の
事
件
で
は
逆
移
送
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
成
人
裁
判
所
の
逆
移
送
審
理
に
お
い
て
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は
科
学
的
調
査
が
活
用
さ
れ
て
お
り
少
年
の
処
遇
適
合
性
や
公
衆
安
全
の
リ
ス
ク
が
逆
移
送
決
定
に
お
け
る
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
る

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

本
論
文
の
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
少
年
の
処
遇
適
合
性
と
公
衆
安
全
の
リ
ス
ク
と
い
う
要
素
は
、
均
衡
の
と
れ
た
修
復
的
正
義
モ
デ

ル
の
具
体
的
適
用
に
お
い
て
問
題
と
な
り
う
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
本
論
文
に
お
い
て
は
裁
判
例
を
踏
ま
え
た
分
析
を
行
う
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
。
均
衡
の
と
れ
た
修
復
的
正
義
モ
デ
ル
が
、
同
州
の
自
動
的
移
送
及
び
逆
移
送
制
度
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
適
用
さ
れ
て

い
る
か
に
つ
い
て
は
、
同
州
に
お
け
る
裁
判
例
の
分
析
を
中
心
に
別
稿
に
お
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

１ 
https://djs.m

aryland.gov/D
ocum

ents/publications/O
verview

_Youth%
20Charged%

20as%
20Adults_012716.pdf

２ 
G

ains v. State, 201 M
d. App.  1 (2011).

３ 

た
だ
し
、
前
者
は
条
文
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
基
準
を
「
個
別
的
も
し
く
は
相
互
に
関
連
さ
せ
て
」
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
後

者
に
は
そ
の
よ
う
な
文
言
は
存
在
し
て
い
な
い
。
こ
れ
を
素
直
に
読
む
と
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
条
文
上
列
挙
さ
れ
て
い
る
五
つ
の
要
素
を
ど
の
よ
う
に
考
慮
す

る
か
は
解
釈
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

４ 
201 M

d. App. 1, 5.

５ 
Id at 6.

６ 
Id at 8.

７ 

そ
の
ほ
か
、
被
告
人
は
、
Ｄ
Ｊ
Ｓ
の
専
門
家
に
よ
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
実
質
的
に
は
取
り
調
べ
に
当
た
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ミ
ラ
ン
ダ
警
告
な
く
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
を
行
う
こ
と
は
第
五
、
第
六
修
正
に
違
反
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
論
点
も
提
示
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
①
裁
判
所
は
証
拠
法
に
必
ず
し



128

法政研究24巻１号（2019年）

も
拘
束
さ
れ
ず
、
ま
た
、
報
告
書
の
全
体
を
考
慮
す
る
か
ど
う
か
の
裁
量
を
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
②
被
告
人
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
お
け
る
発
言
は
公
判
廷
で

示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
③
裁
判
所
は
決
定
に
際
し
て
こ
れ
ら
に
依
拠
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
違
憲
で
は
な
い
と
判
示
さ
れ
て
い
る
。Id at 16-18.

８ 
Id at 8-9.

９ 
Id at 12.

10 
Id at 12-14.

11 
Id at 15-16.

12 
Id at 22-23.

13 
Ronald F. M

eans, et.al., Transferring Juvenile D
efendants From

 Adult to Juvenile Court: H
ow

 M
aryland Forensic Evaluators and Judges 

Reach Their D
ecisions, 40(3) J. Am

. Acad. Psychiatry Law
 333 (2012).

14 
M

eans

ら
は
、
そ
の
他
の
限
界
と
し
て
、
①
調
査
件
数
が
相
対
的
に
少
な
い
こ
と
か
ら
変
数
分
析
の
結
果
が
不
正
確
に
な
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
②

い
く
つ
か
の
変
数
が
重
複
し
う
る
こ
と
、
③
公
衆
安
全
へ
の
危
険
や
処
遇
適
合
性
に
つ
い
て
は
、
よ
り
大
き
な
サ
ン
プ
ル
数
を
用
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
こ

と
、
④
一
般
化
さ
れ
た
結
果
を
得
る
た
め
に
は
、
異
な
る
法
域
・
州
を
ま
た
ぐ
デ
ー
タ
ー
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
⑤
新
し
い
事
件
の
デ
ー
タ
ー
を
収
集
す
る
こ
と

で
、
最
近
の
変
化
の
傾
向
を
導
く
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
、
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。Id at 339.

15 
Id at 334.

16 

直
訳
す
れ
ば
「
法
医
学
調
査
官
」
で
あ
る
が
、「
法
医
学
」
と
い
う
限
定
を
付
す
の
が
適
当
で
な
い
と
思
わ
れ
た
の
で
、
本
文
の
よ
う
に
意
訳
し
た
。

17 
Id at 334.

18 

メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
刑
事
訴
訟
法
四
―
二
〇
二
条
（
ｅ
）。

19 
Id at 335.　

提
供
さ
れ
た
デ
ー
タ
ー
に
よ
っ
て
本
人
が
特
定
さ
れ
な
い
よ
う
な
配
慮
が
な
さ
れ
た
。
二
〇
〇
件
の
う
ち
、
三
九
件
は
被
告
人
に
対
す
る
公
訴

が
棄
却
さ
れ
た
た
め
に
分
析
の
対
象
外
と
な
っ
た
。
残
り
の
一
六
一
人
の
う
ち
、
一
三
八
人
が
男
性
、
二
三
人
が
女
性
で
あ
る
。
被
告
人
の
う
ち
、
一
五
四
人
が

ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
、
七
人
が
白
人
で
あ
る
。
犯
罪
時
の
被
告
人
の
年
齢
は
、
一
四
・
一
〇
～
一
八
・
〇
八
の
範
囲
内
で
あ
る
（
中
央
値
＝
一
六
・
八
一
、
標

準
偏
差
＝
〇
・
七
〇
）。
評
価
時
の
年
齢
は
一
四
・
五
八
～
一
九
・
〇
八
で
あ
る
（
中
央
値
＝
一
七
・
二
六
、
標
準
偏
差
＝
〇
・
七
四
）。

20 
Id at 336. See, Table 1: U

nivariate Analysis w
ith Judges’ D

ecisions as the D
ependent Variable. 
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21 
Id at 337. See, Table2: U

nivariate Analysis w
ith Evaluators’ Recom

m
endations as the D

ependent Variable.
22 

Id at 338.

23 
M

eans
ら
は
、
裁
判
官
は
調
査
官
が
ア
ク
セ
ス
で
き
な
い
事
件
や
被
告
人
に
関
す
る
情
報
（
特
に
、
犯
罪
と
被
告
人
の
責
任
に
関
す
る
広
範
か
つ
詳
細
な
情

報
）
を
知
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
裁
判
官
と
調
査
官
の
意
見
が
一
致
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
両
者
の
合
意
の
レ
ベ
ル
が
高
い
こ
と
を
意
味
す
る
と
分
析
し

て
い
る
。Id at 338.

24 
Id at 338. 

25 
Id at 338. 

＊
本
稿
は
、JSPS

科
研
費17K13629
、19H

01424

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。


